
広
島
県
未
来
チ
ャ
レ
ン
ジ
資
金
貸
付
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
三
十
四
号 

広
島
県
未
来
チ
ャ
レ
ン
ジ
資
金
貸
付
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
広
島
県
未
来
チ
ャ
レ
ン
ジ
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
未
来
チ
ャ
レ
ン
ジ
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
二
十
四
年
広
島
県
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

２
―
５ 

（
略
） 

６ 

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
大
学
等
修
業
期
間
」
と
は
、 

国
内
の
次
の
課
程
又
は
学
校
（
Ｄ
Ｘ
推
進
に
寄
与
す 

る
知
識
を
習
得
す
る
も
の
と
し
て
知
事
が
定
め
る
も 

の
に
限
る
。
）
に
お
け
る
修
業
期
間
（
複
数
の
課
程

又
は
学
校
で
修
業
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を

合
算
し
た
も
の
と
す
る
。
）
の
う
ち
、
六
年
を
超
え

な
い
期
間
を
い
う
。 

一 

学
校
教
育
法
第
百
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

高
等
専
門
学
校
の
四
年
次
以
降
の
課
程
及
び
同
法

第
百
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
専
攻
科 

二 

学
校
教
育
法
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

大
学
の
課
程
（
次
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
課

程
を
除
く
。
） 

三 

学
校
教
育
法
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

大
学
の
う
ち
、
大
学
院
設
置
基
準
第
三
条
に
規
定

す
る
課
程 

四 

学
校
教
育
法
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

大
学
の
う
ち
、
大
学
院
設
置
基
準
第
四
条
に
規
定

す
る
課
程 

五 

学
校
教
育
法
第
九
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る

専
門
職
大
学
院 

 第
三
条
の
二 

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
学
等

修
業
期
間
に
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
課
程
又
は

学
校
に
入
学
若
し
く
は
編
入
学
し
、
又
は
在
学
す
る

者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
備
え
て

い
る
も
の
（
以
下
「
大
学
生
等
」
と
い
う
。
）
は
、

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
資
金
の
貸
付
け
を
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

将
来
、
県
内
企
業
等
、
県
内
の
地
方
公
共
団
体

又
は
そ
の
他
知
事
が
定
め
る
団
体
に
就
業
し
、
Ｄ

Ｘ
推
進
に
資
す
る
業
務
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
者 

 
（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

２
―
５ 
（
略
） 

６ 

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
大
学
等
修
業
年
限
」
と
は
、 

国
内
の
次
の
課
程
（
Ｄ
Ｘ
推
進
に
寄
与
す
る
知
識
を 

習
得
す
る
も
の
と
し
て
知
事
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。 

）
に
お
け
る
修
業
年
限
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
課 

程
の
修
業
年
限
が
複
数
あ
る
と
き
は
、
六
年
以
内
の 

も
の
の
う
ち
最
も
長
い
も
の
を
い
う
。 

 

一 

学
校
教
育
法
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

大
学
の
課
程 

 

二 

学
校
教
育
法
第
百
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

高
等
専
門
学
校
四
年
生
以
降
の
課
程 

          第
三
条
の
二 

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
条

第
六
項
に
規
定
す
る
課
程
に
入
学
し
、
又
は
在
学
す

る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
備
え 

て
い
る
も
の
（
以
下
「
大
学
生
等
」
と
い
う
。
）
は
、 

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
資
金
の
貸
付
け
を
申 

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

将
来
、
県
内
企
業
等
又
は
県
内
の
地
方
公
共
団

体
に
就
業
し
、
Ｄ
Ｘ
推
進
に
資
す
る
業
務
に
従
事

し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 



で
あ
る
こ
と
。 

二 

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
課
程
又
は
学
校
に

在
学
す
る
こ
と
と
な
る
年
の
四
月
一
日
現
在
に
お

い
て
十
八
歳
以
上
の
者
で
あ
る
こ
と
。 

三 

（
略
） 

 

第
四
条
の
二 

大
学
生
等
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
は
、

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
課
程
又
は
学
校
に
入
学

又
は
編
入
学
し
た
日
（
同
項
第
一
号
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
四
年
次
と
な
っ
た
日
）
の
属
す
る
月
か
ら
修

了
す
る
日
又
は
大
学
等
修
業
期
間
が
終
了
す
る
日
の

属
す
る
月
ま
で
の
貸
付
期
間
（
第
十
一
条
第
四
項
に

規
定
す
る
資
金
の
貸
付
け
を
一
時
停
止
す
る
期
間
を

除
く
。
）
に
お
い
て
、
月
額
五
万
円
以
内
の
額
と
す

る
。 

２ 

（
略
） 

 

 

（
資
金
の
貸
付
申
請
） 

第
六
条 

（
略
） 

一
―
三 

（
略
） 

 

四 

貸
付
申
請
書
の
提
出
の
際
に
、
第
二
条
第
六
項

に
規
定
す
る
課
程
又
は
学
校
の
入
学
又
は
編
入
学

試
験
に
合
格
し
て
い
る
希
望
者
（
次
号
に
掲
げ
る

者
を
除
く
。
） 

 
 

イ
・
ロ 

（
略
） 

 

五 

貸
付
申
請
書
の
提
出
の
際
に
、
第
二
条
第
六
項

に
規
定
す
る
課
程
又
は
学
校
に
在
学
し
て
い
る
希

望
者 

第
三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類 

２ 

（
略
） 

  

（
資
金
の
返
還
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知 

事
は
、
第
六
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ 

る
希
望
者
と
し
て
資
金
の
貸
付
決
定
を
受
け
た
修
学 

生
に
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
別
に 

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
返
還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

  

（
資
金
の
返
還
の
猶
予
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満

た
す
過
程
に
あ
る
と
き
。 

修
学
資
金
等
の
返
還

債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
広
島

県
条
例
第
十
四
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

基
準
日
に
達
す
る
ま
で
の
期
間
（
第
二
条
第
六
項

に
規
定
す
る
課
程
又
は
学
校
に
在
学
し
て
い
る
場

合
に
限
る
。
）
及
び
県
内
企
業
等
、
県
内
の
地
方

 

二 

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
課
程
に
在
学
す
る

こ
と
と
な
る
年
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
十
八

歳
以
上
の
者
で
あ
る
こ
と
。 

三 

（
略
） 

 

第
四
条
の
二 

大
学
生
等
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
は
、

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
課
程
に
入
学
し
た
日
（

同
項
第
二
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
年
生
と
な
っ

た
日
）
の
属
す
る
月
か
ら
修
了
す
る
日
の
属
す
る
月

ま
で
の
貸
付
期
間
（
第
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る

資
金
の
貸
付
け
を
一
時
停
止
す
る
期
間
を
除
く
。
）

に
お
い
て
、
月
額
五
万
円
以
内
の
額
と
す
る
。 

  ２ 

（
略
） 

 

（
資
金
の
貸
付
申
請
） 

第
六
条 

（
略
） 

一
―
三 

（
略
） 

 

四 

貸
付
申
請
書
の
提
出
の
際
に
、
第
二
条
第
六
項

第
一
号
に
規
定
す
る
課
程
の
入
学
試
験
に
合
格
し

て
い
る
希
望
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
） 

 

イ
・
ロ 

（
略
） 

五 

貸
付
申
請
書
の
提
出
の
際
に
、
第
二
条
第
六
項

に
規
定
す
る
課
程
に
在
学
し
て
い
る
希
望
者 

第

三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類 

２ 

（
略
） 

  

（
資
金
の
返
還
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知 

事
は
、
第
六
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ 

る
希
望
者
と
し
て
資
金
の
貸
付
決
定
を
受
け
た
修
学 

生
（
第
十
五
条
第
七
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
「
大 

学
等
修
学
生
」
と
い
う
。
）
に
特
別
の
事
情
が
あ
る 

と
認
め
る
と
き
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
返 

還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

（
資
金
の
返
還
の
猶
予
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

       



公
共
団
体
又
は
そ
の
他
知
事
が
定
め
る
団
体
に
就

業
し
、
Ｄ
Ｘ
推
進
に
資
す
る
業
務
に
従
事
し
て
い

る
期
間
が
八
年
に
達
す
る
ま
で
の
期
間 

 

 

三 
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

る
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ

て
、
育
児
、
介
護
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が

あ
る
と
知
事
が
認
め
る
と
き
。 

知
事
が
指
定
す

る
期
間 

 

四
・
五 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る

こ
と
に
よ
り
資
金
の
返
還
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
前
項
の
申
請
書
に
そ
の
事
実
を
証
す
る
書

類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４
・
５ 

（
略
） 

  

（
資
金
の
返
還
の
免
除
） 

第
十
五
条 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

修
学
資
金
等
の
返
還
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条

例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
か
ら
九
年
間
の
内
に
、
八
年
間
以
上
、

県
内
企
業
等
、
県
内
の
地
方
公
共
団
体
又
は
そ
の

他
知
事
が
定
め
る
団
体
に
就
業
し
、
Ｄ
Ｘ
推
進
に

資
す
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。 

三 

（
略
） 

四 

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
課
程
若
し
く
は
学

校
の
い
ず
れ
か
に
在
籍
中
死
亡
し
、
又
は
重
度
の

障
害
の
程
度
に
至
る
心
身
の
故
障
の
た
め
第
二
条

第
六
項
に
規
定
す
る
課
程
又
は
学
校
の
い
ず
れ
か

を
退
学
し
た
と
き
。 

五 

（
略
） 

六 

第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
過
程
に
あ
る

と
き
に
、
県
内
企
業
等
、
県
内
の
地
方
公
共
団
体

又
は
そ
の
他
知
事
が
定
め
る
団
体
に
就
業
し
、
Ｄ

Ｘ
推
進
に
資
す
る
業
務
に
従
事
中
に
当
該
業
務
上

の
理
由
に
よ
り
死
亡
し
、
又
は
心
身
の
故
障
の
た

め
当
該
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
と
き
。 

２ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
過
程
に
あ

る
と
き
に
死
亡
し
、
又
は
心
身
の
故
障
の
た
め
県
内

企
業
等
に
就
業
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合

で
あ
っ
て
、
前
項
第
五
号
に
該
当
し
な
い
と
き
は
、

資
金
の
返
還
の
債
務
（
履
行
期
が
到
来
し
て
い
な
い

も
の
に
限
る
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ

と
が
あ
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

５ 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

県
内
企
業
等
に
就
業
中
、
業
務
上
の
理
由
に
よ

り
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
っ
た
た
め
当
該
業

務
に
従
事
で
き
な
か
っ
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
県 

    

二 

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満

た
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
育
児
、

介
護
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
知
事

が
認
め
る
と
き
。 

知
事
が
指
定
す
る
期
間 

  

三
・
四 

（
略
） 

 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る

こ
と
に
よ
り
資
金
の
返
還
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
前
項
の
申
請
書
に
そ
の
事
実
を
証
す
る
書

類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４
・
５ 

（
略
） 

 

（
資
金
の
返
還
の
免
除
） 

第
十
五
条 

（
略
） 

一 
（
略
） 

      

二 

（
略
） 

    

三 

（
略
） 

       ２ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
過
程
に
あ

る
と
き
に
死
亡
し
、
又
は
心
身
の
故
障
の
た
め
県
内

企
業
等
に
就
業
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合

で
あ
っ
て
、
前
項
第
三
号
に
該
当
し
な
い
と
き
は
、

資
金
の
返
還
の
債
務
（
履
行
期
が
到
来
し
て
い
な
い

も
の
に
限
る
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ

と
が
あ
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

５ 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

県
内
企
業
等
に
就
業
中
、
当
該
県
内
企
業
等
の

業
務
上
の
理
由
に
よ
り
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か

か
っ
た
た
め
当
該
業
務
に
従
事
で
き
な
か
っ
た
期



内
企
業
等
に
就
業
し
た
期
間
と
み
な
し
て
、
当
該 

期
間
に
算
入
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

６ 

修
学
生
又
は
そ
の
相
続
人
は
、
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
資
金
の
返
還
の
債
務
の
免
除

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
十
号
に

よ
る
申
請
書
及
び
別
記
様
式
第
十
一
号
に
よ
る
就
業

証
明
書
（
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
大
学
院
等
専
門
課
程
の
退
学
証
明
書
）
に
次

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
当
該
各
号
に
定
め
る

書
類
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

一 

第
一
項
第
五
号
又
は
第
六
号
に
該
当
す
る
場
合 

 

死
亡
診
断
書
又
は
心
身
の
故
障
の
事
実
及
び
程 

度
を
証
す
る
診
断
書
並
び
に
当
該
死
亡
又
は
心
身 

の
故
障
が
業
務
上
の
理
由
に
よ
る
こ
と
を
証
す
る 

書
類 

 

二 

第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
又
は
第
二
項
に
該
当

す
る
場
合 

死
亡
診
断
書
又
は
心
身
の
故
障
の
事

実
及
び
程
度
を
証
す
る
診
断
書 

７ 

修
学
生
（
大
学
生
等
に
限
る
。
）
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
前
項

第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
二
号
」
と
、
「
県

内
企
業
等
に
就
業
」
と
あ
る
の
は
「
県
内
企
業
等
、

県
内
の
地
方
公
共
団
体
又
は
そ
の
他
知
事
が
定
め
る

団
体
に
就
業
し
、
Ｄ
Ｘ
推
進
に
資
す
る
業
務
に
従
事

」
と
、
「
前
項
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
六

号
」
と
、
「
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一

項
第
二
号
」
と
、
「
就
業
し
た
月
数
」
と
あ
る
の
は

「
従
事
し
た
月
数
」
と
、
「
就
業
期
間
」
と
あ
る
の 

は
「
従
事
し
た
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

       

 

（
異
動
の
届
出
） 

第
十
七
条 

（
略
） 

２ 

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る

要
件
を
満
た
す
過
程
に
あ
る
修
学
生
は
、
資
金
の
返

還
を
完
了
し
、
又
は
返
還
の
債
務
の
免
除
を
受
け
る

ま
で
は
、
毎
年
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
就
業
の
状

況
を
同
月
二
十
日
ま
で
に
別
記
様
式
第
十
四
号
に
よ

る
報
告
書
に
よ
り
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

間
に
つ
い
て
は
、
県
内
企
業
等
に
就
業
し
た
期
間

と
み
な
し
て
、
当
該
期
間
に
算
入
す
る
も
の
と
す

る
。 

６ 

修
学
生
又
は
そ
の
相
続
人
は
、
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
資
金
の
返
還
の
債
務
の
免
除

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
十
号
に

よ
る
申
請
書
及
び
別
記
様
式
第
十
一
号
に
よ
る
就
業

証
明
書
（
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
大
学
院
等
専
門
課
程
の
退
学
証
明
書
）
に
次

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
当
該
各
号
に
定
め
る

書
類
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

一 

第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合 

死
亡
診
断

書
又
は
心
身
の
故
障
の
事
実
及
び
程
度
を
証
す
る

診
断
書
並
び
に
当
該
死
亡
又
は
心
身
の
故
障
が
県

内
企
業
等
の
業
務
上
の
理
由
に
よ
る
こ
と
を
証
す 

る
書
類 

 
二 

第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
に
該
当
す
る
場
合 

 
  

死
亡
診
断
書
又
は
心
身
の
故
障
の
事
実
及
び
程 

度
を
証
す
る
診
断
書 

７ 

大
学
等
修
学
生
（
県
内
の
地
方
公
共
団
体
に
就
業

し
た
者
を
除
く
。
）
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項

第
一
号
中
「
適
用
修
業
年
限
」
と
あ
る
の
は
「
大
学

等
修
業
年
限
」
と
、
同
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定

中
「
県
内
企
業
等
に
就
業
」
と
あ
る
の
は
「
県
内
企

業
等
に
就
業
し
、
Ｄ
Ｘ
推
進
に
資
す
る
業
務
に
従
事

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

    

８ 

県
内
の
地
方
公
共
団
体
に
就
業
し
た
大
学
等
修
学

生
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
第
一
号
中
「
適
用 

 

修
業
年
限
」
と
あ
る
の
は
「
大
学
等
修
業
年
限
」
と
、 

同
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
県
内
企
業
等
に 

就
業
」
と
あ
る
の
は
「
県
内
の
地
方
公
共
団
体
の
Ｄ 

Ｘ
推
進
に
資
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
採 

用
さ
れ
勤
務
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
異
動
の
届
出
） 

第
十
七
条 

（
略
） 

２ 

県
内
企
業
等
に
就
業
し
て
い
る
修
学
生
は
、
資
金

の
返
還
を
完
了
し
、
又
は
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号

若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
資
金
の
返
還
の
債

務
の
免
除
を
受
け
る
ま
で
は
、
毎
年
四
月
一
日
現
在

に
お
け
る
就
業
の
状
況
を
同
月
二
十
日
ま
で
に
別
記

様
式
第
十
四
号
に
よ
る
報
告
書
に
よ
り
知
事
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 



次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。



改 正 後 改 正 前 

 
（別記） 
様式第３号（第８条関係） 

 

広島県未来チャレンジ資金貸付内定通知書 
年  月  日 

          様 

広島県知事 

      年   月   日付けで申請のあった広島県未来チャレンジ資金の貸付け

については，貸付けを予定することを決定しました。 

 ついては,大学院等専門課程への入学若しくは編入学に必要な手続を行ったこと又は

大学院等専門課程に在学することを証明する書類及び貸付申請書の希望貸付額欄に記載

した内訳の額が確認できる書類を，   年  月  日までに提出してください。 

 なお，指定された期日までに提出しなかった場合には，この決定を取り消すことがあ

ります。 

  

（略） 

 
 

 
（別記） 
様式第３号（第８条関係） 

 

広島県未来チャレンジ資金貸付内定通知書 
年  月  日 

          様 

広島県知事 

      年   月   日付けで申請のあった広島県未来チャレンジ資金の貸付け

については，貸付けを予定することを決定しました。 

 ついては,大学院等専門課程への入学に必要な手続を行ったこと又は大学院等専門課

程に在学することを証明する書類及び貸付申請書の希望貸付額欄に記載した内訳の額が

確認できる書類を，   年  月  日までに提出してください。 

 なお，指定された期日までに提出しなかった場合には，この決定を取り消すことがあ

ります。 

  

（略） 

  
 



（
広
島
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

広
島
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
広
島
県
規
則
第
八
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う 

に
改
正
す
る
。 

改 
正 

後 

改 

正 

前 
 

 
 

（
修
学
資
金
の
返
還
免
除
） 

第
十
四
条 

知
事
は
、
修
学
資
金
等
の
返
還
債
務
の
免

除
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
広
島
県
条
例
第
四

十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
表
看

護
職
員
修
学
資
金
の
項
の
規
定
に
よ
り
、
修
学
資
金

の
返
還
の
免
除
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
一
項
の
免
除
に
お
い
て
、
条
例
第
一
条
の
表
看

護
職
員
修
学
資
金
の
項
免
除
の
条
件
の
欄
第
一
号
及

び
第
二
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
第

三
条
第
一
号
イ
⑴
か
ら
⑸
ま
で
及
び
⑺
に
規
定
す
る

施
設
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
号
イ
⑸
に
規
定
す
る
施

設
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ
⑴
又
は
⑵
に
規
定
す
る
施

設
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。 

５ 

第
一
項
の
免
除
に
お
い
て
、
条
例
第
一
条
の
表
看

護
職
員
修
学
資
金
の
項
免
除
の
条
件
の
欄
第
三
号
ロ

に
規
定
す
る
債
務
の
一
部
免
除
を
行
う
場
合
の
返
還

の
免
除
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
看
護
職
員
と
し

て
そ
の
業
務
に
従
事
し
た
月
数
を
修
学
資
金
の
貸
付

け
を
受
け
た
月
数
（
こ
の
期
間
が
二
十
四
月
に
満
た

な
い
と
き
は
、
二
十
四
月
と
す
る
。
）
の
二
分
の
五

に
相
当
す
る
月
数
で
除
し
て
得
た
数
値
（
こ
の
数
値

が
一
を
超
え
る
と
き
は
、
一
と
す
る
。
）
を
返
還
の 

 

（
修
学
資
金
の
返
還
免
除
） 

第
十
四
条 

知
事
は
、
修
学
資
金
等
の
返
還
債
務
の
免

除
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
広
島
県
条
例
第
四

十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
看
護
職
員
修
学

資
金
の
項
の
規
定
に
よ
り
、
修
学
資
金
の
返
還
の
免

除
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
一
項
の
免
除
に
お
い
て
、
条
例
本
則
の
表
看
護

職
員
修
学
資
金
の
項
免
除
の
条
件
の
欄
第
一
号
及
び

第
二
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
第
三

条
第
一
号
イ
⑴
か
ら
⑸
ま
で
及
び
⑺
に
規
定
す
る
施

設
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
号
イ
⑸
に
規
定
す
る
施
設

に
つ
い
て
は
、
同
号
イ
⑴
又
は
⑵
に
規
定
す
る
施
設

に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。 

５ 

第
一
項
の
免
除
に
お
い
て
、
条
例
本
則
の
表
看
護

職
員
修
学
資
金
の
項
免
除
の
条
件
の
欄
第
三
号
ロ
に

規
定
す
る
債
務
の
一
部
免
除
を
行
う
場
合
の
返
還
の

免
除
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
看
護
職
員
と
し
て

そ
の
業
務
に
従
事
し
た
月
数
を
修
学
資
金
の
貸
付
け

を
受
け
た
月
数
（
こ
の
期
間
が
二
十
四
月
に
満
た
な

い
と
き
は
、
二
十
四
月
と
す
る
。
）
の
二
分
の
五
に

相
当
す
る
月
数
で
除
し
て
得
た
数
値
（
こ
の
数
値
が

一
を
超
え
る
と
き
は
、
一
と
す
る
。
）
を
返
還
の
債 

債
務
の
額
に
乗
じ
て
得
た
額
以
内
と
す
る
。 

６ 

（
略
） 

 

務
の
額
に
乗
じ
て
得
た
額
以
内
と
す
る
。 

６ 

（
略
） 

 

（
広
島
県
助
産
師
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

広
島
県
助
産
師
修
学
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
二
十
一
年
広
島
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う 

 

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

（
修
学
資
金
の
返
還
免
除
） 

第
十
五
条 

知
事
は
、
修
学
資
金
等
の
返
還
債
務
の
免

除
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
広
島
県
条
例
第
四

十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
表
助

産
師
修
学
資
金
の
項
の
規
定
に
よ
り
、
修
学
資
金
の

返
還
の
債
務
（
同
項
免
除
の
条
件
の
欄
第
二
号
又
は

第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
履
行
期
が

 

（
修
学
資
金
の
返
還
免
除
） 

第
十
五
条 

知
事
は
、
修
学
資
金
等
の
返
還
債
務
の
免

除
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
広
島
県
条
例
第
四

十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
本
則
の
表
助
産

師
修
学
資
金
の
項
の
規
定
に
よ
り
、
修
学
資
金
の
返

還
の
債
務
（
同
項
免
除
の
条
件
の
欄
第
二
号
又
は
第

三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
履
行
期
が
到



到
来
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
免
除
を
行
う

も
の
と
す
る
。 

２ 
前
項
の
免
除
に
お
い
て
、
条
例
第
一
条
の
表
助
産

師
修
学
資
金
の
項
修
学
資
金
等
の
種
類
の
欄
に
規
定

す
る
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
分
べ
ん
取
扱
医
療
機

関
等
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
免
除
に
お
い
て
、
条
例
第
一
条
の
表
助

産
師
修
学
資
金
の
項
免
除
の
条
件
の
欄
に
規
定
す
る

規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
分
べ
ん
取
扱
医
療
機
関
等

の
う
ち
第
三
条
第
二
号
イ
、
ロ
又
は
ニ
（
同
号
ニ
に 

来
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
免
除
を
行
う
も

の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
免
除
に
お
い
て
、
条
例
本
則
の
表
助
産
師

修
学
資
金
の
項
修
学
資
金
等
の
種
類
の
欄
に
規
定
す

る
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
分
べ
ん
取
扱
医
療
機
関

等
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
免
除
に
お
い
て
、
条
例
本
則
の
表
助
産

師
修
学
資
金
の
項
免
除
の
条
件
の
欄
に
規
定
す
る
規

則
で
定
め
る
業
務
は
、
分
べ
ん
取
扱
医
療
機
関
等
の

う
ち
第
三
条
第
二
号
イ
、
ロ
又
は
ニ
（
同
号
ニ
に
あ 

あ
っ
て
は
、
同
号
ニ
に
規
定
す
る
病
院
及
び
診
療
所

の
う
ち
知
事
が
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
規
定
す

る
施
設
に
お
い
て
従
事
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
二

条
に
規
定
す
る
保
健
師
又
は
法
第
五
条
に
規
定
す
る

看
護
師
と
し
て
の
業
務
と
す
る
。 

４
―
７ 

（
略
） 

８ 

第
一
項
の
免
除
に
お
い
て
、
条
例
第
一
条
の
表
助

産
師
修
学
資
金
の
項
免
除
の
条
件
の
欄
第
二
号
ロ
に

規
定
す
る
債
務
の
一
部
免
除
を
行
う
場
合
の
返
還
の

免
除
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
助
産
師
業
務
に
従

事
し
た
月
数
を
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
月
数

（
こ
の
期
間
が
十
二
月
に
満
た
な
い
と
き
は
、
十
二

月
と
す
る
。
）
の
五
倍
に
相
当
す
る
月
数
で
除
し
て

得
た
数
値
（
こ
の
数
値
が
一
を
超
え
る
と
き
は
、
一

と
す
る
。
）
を
返
還
の
債
務
（
履
行
期
が
到
来
し
て

い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
額
に
乗
じ
て
得
た
額
と 

っ
て
は
、
同
号
ニ
に
規
定
す
る
病
院
及
び
診
療
所
の

う
ち
知
事
が
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る

施
設
に
お
い
て
従
事
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
二
条

に
規
定
す
る
保
健
師
又
は
法
第
五
条
に
規
定
す
る
看

護
師
と
し
て
の
業
務
と
す
る
。 

４
―
７ 

（
略
） 

８ 

第
一
項
の
免
除
に
お
い
て
、
条
例
本
則
の
表
助
産

師
修
学
資
金
の
項
免
除
の
条
件
の
欄
第
二
号
ロ
に
規

定
す
る
債
務
の
一
部
免
除
を
行
う
場
合
の
返
還
の
免

除
額
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
助
産
師
業
務
に
従
事

し
た
月
数
を
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
月
数
（

こ
の
期
間
が
十
二
月
に
満
た
な
い
と
き
は
、
十
二
月

と
す
る
。
）
の
五
倍
に
相
当
す
る
月
数
で
除
し
て
得

た
数
値
（
こ
の
数
値
が
一
を
超
え
る
と
き
は
、
一
と

す
る
。
）
を
返
還
の
債
務
（
履
行
期
が
到
来
し
て
い

な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
額
に
乗
じ
て
得
た
額
と
す 

す
る
。 

９ 

（
略
） 

 

る
。 

９ 

（
略
） 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
日
前
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
未
来
チ
ャ
レ
ン
ジ
資
金
貸
付
規

則
に
よ
る
様
式
で
し
た
申
請
そ
の
他
の
手
続
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
未
来
チ
ャ

レ
ン
ジ
資
金
貸
付
規
則
に
よ
っ
て
し
た
申
請
そ
の
他
の
手
続
と
み
な
す
。 

 


